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（議事日程） 

日程第１  議案第１６号 令和４年度使用目黒区立小学校教科用図書の採択

及び令和４年度使用目黒区立中学校教科用図書の

採択について 

日程第２  議案第１７号 令和４年度使用目黒区立学校特別支援学級教科用

図書の採択について 

日程第３  報告事項   令和３年度目黒区教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和２年

度分）報告書（案）について 

日程第４  報告事項   令和３年度目黒区学力調査実施結果の概要につい

て 

日程第５  報告事項   就学支援委員会審議結果の誤送付について 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長       令和３年第２７回目黒区教育委員会定例会を開会します。本

日の欠席委員、欠席職員はいません。署名委員は、櫻井委員です。 

        ただいま、傍聴の申請がありましたのでお諮りします。傍聴

を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（各委員同意） 

 

〇教育長    それでは、傍聴を許可することとします。 

        なお、以後、傍聴の申請があった場合には、２２人までその都

度許可することとし、委員の皆様にはお伝えすることはしませ

ん。 

        それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１   議案第１６号 令和４年度使用目黒区立小学校教科用図書の

採択及び令和４年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択につ

いて） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長    ただいま事務局から説明があったとおり、先週、７月２７日の

第２６回定例会において、令和４年度に小学校及び中学校で使

用する教科用図書について協議をいただきました。本日は前回

の協議の結果を議案としてまとめています。 

        令和４年度に目黒区立小学校及び中学校で使用する教科用図

書につきましては、別紙１及び別紙２に記載のとおりですので、

その内容をご確認いただきたいと思います。 

        この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので採決を行います。 

        本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第１６号は原案どおり可決します。 

        次に日程第２を議題とします。 
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（日程第２   議案第１７号 令和４年度使用目黒区立学校特別支援学級教

科用図書の採択について） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長    こちらもただいま事務局から説明があったとおり、先週、７月

２７日の第２６回定例会において、令和４年度に目黒区立学校

の特別支援学級で使用する教科用図書について協議いただきま

した。本日は前回の協議の結果を議案としてまとめています。 

       まず、令和４年度に目黒区立小学校の特別支援学級で使用する

学校教育法附則第９条の規定に基づく図書については、別紙１

に記載のとおりです。また、令和４年度に目黒区立中学校の特別

支援学級で使用する学校教育法附則第９条の規定に基づく図書

及び文部科学省著作教科用図書につきましては、別紙２に記載

のとおりですので、その内容をご確認いただきたいと思います。 

        この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので採決を行います。 

        本件に賛成の委員は挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第１７号は原案どおり可決します。 

        次に日程第３を議題とします。 

 

（日程第３   令和３年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価（令和２年度分）報告書（案）につい

て（報告事項）） 

 

○教育政策課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですのでこの報告を受けました。 

        次に日程第４を議題とします。 

 

（日程第４   令和３年度目黒区学力調査実施結果の概要について（報告事

項）） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 
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○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     この個人成績表を活用するため、個人面談の中で学習相談を

実施する旨が記載されていますが、実際に個人面談等で、担任の

教員と一緒に個人成績表を確認し、相談を行ったとの声をあま

り聞いたことがないため、是非教員のほうから個人成績表の確

認を持ちかけていただけると、保護者にとってもよい機会にな

ると思います。 

○教育指導課長 事務局では、個人成績表を個人面談などの機会を捉えて保護

者に十分説明しながら、お子さんの学習状況や課題、今後の取組

について話し合う場を設定することが重要であると捉えていま

す。 

        個人面談では、個人成績表以外にも保護者と話をしなくては

ならないことがあると思いますが、学力調査結果を保護者と共

有するよう、改めて、各学校に周知していきます。 

○委員     資料に記載されている５段階評価は、東京書籍が開発した評

価方法により行うのでしょうか。そうであると、教科書採択の際

に、東京書籍の教科書を選んだほうが、適正な学習の評価が行え

ることになるのでしょうか。 

○教育指導課長 東京書籍では、自社の教科書から出題するのではなく、問題作

成委員会を設置し、学力調査問題を作成しており、委員会には、

現場の教員が入っていると聞いています。そのため、東京書籍の

教科書を使用している学校だけが、得点が高いなどの状況は生

じていないと事務局では捉えています。 

○委員     この資料はページ数が多く、内容も難しいため、ホームページ

等で公表する際は、先ほど事務局が説明された概要を添えても

らえると、区民の方々が見たときに、どこに着目すればよいのか

分かりやすくなり、理解が進むと思いますので、是非検討をして

ください。 

○教育指導課長 ホームページの掲載につきましては、区民の方が見て正しく

理解していただけるように工夫していきたいと考えています。 

○委員     説明を聞いて、目黒区が全国平均と比較して学力、学習意欲と

もに上回っている傾向であることを確認できました。 

        このテストは、それぞれの子どもが前年度に学習した内容に

ついて調査をするものだと思います。前年度の学習内容を十分

に習得している子どもにとっては問題ないと思いますが、十分

に身についていない子どもには、なるべく早くその結果を踏ま
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えて、翌年度の学習に遅れがでないよう取り組む必要があると

思います。この学力調査の結果を夏季休業の直前に説明すると

なると、既に年度の半分が経過していることになるので、もう少

し早く告知すべきだと思いますが、その点についてはどのよう

にお考えですか。 

○教育指導課長 調査結果は、６月下旬頃に各学校に届くため、教員は調査結果

から課題を把握して、授業改善を図り、児童・生徒は自身の学習

状況に合わせて、フォローアップワークシートに取り組み、苦手

なところを重点的に復習しています。 

保護者との情報共有については、丁寧に説明することが重要

であると捉えており、各学校では、夏休み前後の個人面談の機会

に説明をしているところです。 

○委員     せっかくこれほどの規模の学力調査を実施されていますので、

学習についていけなくなり、不登校などになる前に、適宜補講を

行うなどの取組に努めてください。 

○教育指導課長 引き続き、各学校に指導、助言してまいります。 

○教育長    ２ページの下の表に、「目標値」と「平均正答率」の説明があ

り、「達成率」の内容が小学校は今年度から変わった旨の説明が

ありました。 

        同ページの中学校の表には従来の目標値、平均正答率、達成率

の項目が並んでいます。中学校の場合、達成率の定義は目標値と

同程度以上の正答率であった生徒の割合となっているため、意

味のあるものとなっていますが、小学校の表にも同様の項目が

並んでいます。新たな定義とした達成率が中学校の表と同様に

並んでいる理由が分からないため、教えてください。 

        また、小学校の達成率の欄のうち、網かけの部分は昨年度より

上昇している数値と記載されていますが、達成率の定義が変更

されているのに昨年度より上昇していることがどのような意味

を持つのか教えてください。 

○教育指導課長 小学校では、調査内容が新学習指導要領の内容になったこと

に合わせて、評価方式が「段階評価方式」に変更されました。こ

の小学校の「段階評価方式」とは、学力を５段階の「ステップ」

に順序付けて分類する方法で、「ステップ３」以上が、学習内容

が身に付いている目安となります。単純比較はできませんが、参

考として比較できる数値になっていると委託業者から説明があ

りましたので、昨年度と同様に記載をしています。 
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○教育長    そうであれば、この達成率の用語は、小学校と中学校で記述は

異なりますが、結局同じことを記載しているのではないでしょ

うか。 

○教育指導課長 小学校では、目標値をステップ３とし、ステップ３からステッ

プ５の児童の割合を「達成率」とすることで、中学校における

「達成率」の意味と同様に捉えることができると考えています。 

○教育長    そうであれば、達成率の用語説明のうち、中学校の「同程度以

上の正答率」という記載に相当する部分が、小学校では「ステッ

プ３、ステップ４、ステップ５」という記載であり、今年度から

「同程度以上の正答率」の中身がより明確に見えるようになっ

たということでしょうか。 

○教育指導課長 小学校では「段階評価方式」になったことに伴い、「目標値と

して同程度以上」を「ステップ３からステップ５」と、より詳細

に把握できるようになったと捉えています。 

○委員     学力を５段階のステップに順序付けて分類する「段階評価方

式」は、東京書籍独自のものなのでしょうか。それとも、教育業

界では普遍的な評価方式なのでしょうか。 

        東京書籍以外で、この評価方式を採用しているところがある

のでしょうか。東京の小学校のうち、どれほどの小学校がこの評

価方式を採用しているのでしょうか。 

○教育指導課長 学力調査の委託業者については、昨年度、新たにプロポーザル

方式により選定を行ったところですが、本区の要望に沿った業

者は、東京書籍以外にはありませんでした。 

        本学力調査は、全国標準学力調査という名称になっており、全

国で約４２０の自治体、都内では１６の自治体が採用している

と把握しています。 

○教育長    その他ご質問等ありますか。 

        特にないようですのでこの報告を受けました。 

        次に日程第５を議題とします。 

 

（日程第５   就学支援委員会審議結果の誤送付について（報告事項）） 

 

○教育支援課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     誤送付は全部で何通あったうちの２通だったのでしょうか。 

○教育支援課長 全部で２通のうち、ＡとＢの中身を逆に入れて送付してしま
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ったものです。 

○委員     送る対象の方が２人だったということでしょうか。全体数を

教えていただきたいのですが。 

○教育支援課長 今回の就学支援委員会で審議したのは１４人ですが、面談が

必要な方は、面談に来る際に通知を手渡していますので、面談を

必要としない２人に通知を送付したものです。 

○委員     同様の誤送付の話が教育委員会で以前あったと記憶していま

すが、そのとき再発防止のため、今後は複数人で確認して行うと

いう説明がありましたが、今回は複数人で確認されなかったの

でしょうか。 

○教育支援課長 通常は複数人で確認しながら発送作業を行っていますが、今

回は他の職員が不在であったため、担当の職員が一人で発送作

業を行い、誤りが生じたものです。大変申し訳なく思っています。 

○教育次長   今回の事故の発生については、改めてお詫び申し上げます。 

        この件については、個人情報の漏えいであり、取り返しのつか

ない事故です。教育委員会においては、多くの個人情報を取り扱

っていますので、再度全管理職に向けて職場の意識改革、職員に

対する注意喚起の徹底を促すとともに、個々の職員に対しても、

それぞれの業務の手順を見直すとともに、意識改革に努めるよ

う指示をしたところです。 

        今後におきましても、引き続き個人情報の取扱いについては

十分な配慮をし、二度とこういった事案が起きないように努め

ていきたいと思います。 

○教育長    その他ご質問等ありますか。 

        特にないようですのでこの報告を受けました。 

 

〇教育長    その他なにありますか。 

以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時３３分閉会） 


